
確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し

た
。
所
得
税
は
、
納
税
者
自
身
が
所
得
と
税

額
な
ど
を
計
算
し
、
正
し
い
申
告
と
納
税
を

す
る
「
申
告
納
税
制
度
」
を
と
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
人
（
所
得

が
所
得
控
除
額
以
下
の
人
）
で
も
、
営
業
・

農
業
・
不
動
産
等
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
所

得
状
況
把
握
の
た
め
、
住
民
税
の
申
告
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
必
ず
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。 

     

 

確
定
申
告
の
流
れ 

 

事
前
に
、
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
（
明

細
書
・
証
明
書
等
）
を
そ
ろ
え
、
医
療
費
控

除
や
事
業
等
の
収
支
内
訳
書
等
の
計
算
を

済
ま
せ
た
上
で
、
次
の
①
②
③
い
ず
れ
か
の

方
法
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

①
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
申
告 

◇
自
宅
等
の
パ
ソ
コ
ン
で
国
税
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
金
額
を
入
力
し
、
税
額
な
ど
が

自
動
計
算
さ
れ
た
上
で
、
提
出
用
の
確
定

申
告
書
を
印
刷
し
、
書
類
を
税
務
署
へ
郵

送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

◇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用

し
た
確
定
申
告
も
で
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は

デ
ー
タ
送
信
な
の
で
、
郵
送
す
る
必
要
が

あ
り
ま
せ
ん
。
（
詳
し
く
は
税
務
署
に
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。
） 

②
久
留
米
税
務
署
で
申
告 

２
月
18
日
～
３
月
15
日
ま
で
の
期
間
中

に
、
久
留
米
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
で

直
接
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

③
市
役
所
の
相
談
会
場
で
申
告 

２
月
18
日
～
３
月
14
日
ま
で
の
期
間
は
、

市
役
所
内
に
確
定
申
告
相
談
会
場
を
開

設
し
ま
す
。(

次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。)

 

※
青
色
申
告
・
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
本
会
場
で

の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。 

※
申
告
相
談
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
本
会
場
で
の

受
付
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
（
例
：

山
林
・
譲
渡
・
収
用
・
配
当
な
ど
の
所
得
申
告

や
、
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
・
専
門
的
な
知
識

が
必
要
な
も
の
等
） 

 

確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
る
人 

 

○
事
業
所
得
が
あ
っ
た
人 

◇
商
業
、
工
業
、
農
業
な
ど
の
自
営
業
を
営

ん
で
い
る
人 

◇
地
代
、
家
賃
、
配
当
収
入
、
不
動
産
の
売

却
収
入
な
ど
の
所
得
の
あ
る
人 

※
白
色
申
告
者
で
も
、
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得

及
び
山
林
所
得
を
生
ず
る
業
務
を
行
っ
て
い

る
場
合
は
、
確
定
申
告
を
す
る
と
き
に
、
そ
の

年
の
総
収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
内
容
を
記

載
し
た
「
収
支
内
訳
書
」
の
添
付
が
必
要
で
す
。 

○
給
与
所
得
が
あ
っ
た
人 

給
与
所
得
者
の
所
得
税
は
、
通
常
年
末
調

整
で
精
算
さ
れ
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
人

は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。 

◇
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人 

◇
「
給
与
所
得
・
退
職
所
得
」
以
外
の
所
得

金
額
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
人 

◇
２
か
所
以
上
か
ら
給
料
を
貰
っ
て
い
る
人 

○
株
や
土
地
・
建
物
を
売
っ
た
人 

株
や
土
地
・
建
物
を
売
っ
た
と
き
や
、
土

地
・
建
物
を
国
・
県
・
市
な
ど
に
先
渡
し

（
収
用
）
さ
れ
た
場
合
も
確
定
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。 

 

 

確
定
申
告
に
必
要
な
も
の 

 

①
税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
「
申
告
書
」
・

「
案
内
ハ
ガ
キ
」 

（
送
付
さ
れ
て
い
る
人
の
み
） 

②
平
成

30
年
中
の
所
得
が
証
明
で
き
る
も
の 

◇
給
与
、
年
金
な
ど
の
「
源
泉
徴
収
票
」 

◇
個
人
年
金
支
払
金
額
等
の
お
知
ら
せ 

（
保
険
会
社
に
よ
っ
て
名
称
が
違
い
ま
す
。
） 

◇
給
与
明
細
書 

【
事
業
所
得
・
農
業
所
得
の
あ
る
人
】 

◇
収
支
内
訳
書 

③
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書 

◇
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
等
の
納
付
証
明

書 

◇
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書
な
ど 

④
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書 

⑤
地
震
保
険
料
控
除
証
明
書 

（
平
成
18
年
度
末
ま
で
に
契
約
し
た
旧

長
期
損
害
保
険
料
に
つ
い
て
は
経
過
措

置
と
し
て
対
象
に
な
り
ま
す
。
） 

⑥
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合 

◇
医
療
費
の
明
細
書
、
医
療
費
通
知 

◇
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
明

細
書 

※
医
療
費
控
除
の
特
例
（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
税
制
）
を
受
け
る
場
合
に
は
、
対
象
医
薬

品
の
領
収
書
と
健
康
の
保
持
増
進
及
び
疾
病

の
予
防
な
ど
の
一
定
の
取
組
を
行
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

所
得
税
の
確
定
申
告
の 

準
備
は
お
済
み
で
す
か 

●
確
定
申
告
相
談
期
間
（
市
役
所
） 

２
月

18
日
（
月
）
～
３
月

14
日
（
木
）
※
土
日
を
除
く 



⑦
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合 

◇
寄
附
金
受
領
証
、
領
収
書
や
証
明
書 

⑧
雑
損
控
除
を
受
け
る
場
合 

◇
被
害
を
受
け
た
資
産
、
取
得
時
期
、
取

得
価
格
、
取
壊
し
費
用
、
損
害
保
険
金

額
の
わ
か
る
も
の
、
市
町
村
か
ら
交
付

さ
れ
た
「
罹
災
証
明
書
」 

⑨
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除(

新
規)

を
受

け
る
場
合 

◇
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書 

◇
請
負
（
ま
た
は
売
買
）
契
約
書
の
写
し 

◇
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
等
証
明
書 

※
敷
地
等
の
購
入
に
係
る
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
も

控
除
を
受
け
る
場
合 

◇
敷
地
等
の
登
記
事
項
証
明
書 

◇
敷
地
等
の
分
譲
に
係
る
契
約
書
の
写
し 

※
補
助
金
等
を
受
け
た
場
合 

◇
補
助
金
の
額
を
証
明
す
る
書
類
な
ど 

⑩
印
鑑
（
電
子
送
信
の
場
合
は
不
要
） 

⑪
本
人
名
義
の
通
帳 

⑫
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の
記
載
、

及
び
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写

し
の
添
付 

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド(

写
真
入
り
の
個
人
番

号
カ
ー
ド)

を
準
備
す
る
か
、
通
知
カ
ー
ド
と

本
人
確
認
書
類(

免
許
証
、
保
険
証
な
ど)

を
準

備
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
扶
養
親
族
等
が
い
る
人
は
扶
養
親
族
等
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
が
必
要
で
す
。 

  

●
問
合
せ 

・
税
務
課 

住
民
税
係 

℡
７
５
～
４
９
７
７ 

・
久
留
米
税
務
署 

℡
０
９
４
２
～
３
２
～
４
４
６
１ 

                           

                                

                                

うきは市役所での確定申告相談 
2 月 18日（月）～3月 14日（木）※土日を除く 

～案内受付から申告相談までの流れ～ 

相談会場（3 階大会議室）には、 

下記手順により係員がご案内します。 

受付番号札配布時間：8 時 30 分～ 

※早朝からの番号札取りはできません。 

申告相談開始時間：9 時～ 

①8時 30分から係員が案内受付番号札を配布し

ます。 

②案内受付番号札を受け取った人は、1 階ホール

案内待合所で係員の案内があるまでお待ちく

ださい。 

※係員の案内時に案内待合所にいない人は順番が前

後することがありますので、御了承ください。 

また、やむなく離席される場合は、案内待合所に

戻られた際に係員へ番号札をご提示ください。 

③係員の案内があった人は、順次 3 階相談会場

で受付を行い、再度係員が案内するまで相談

会場内の待合所でお待ちください。 

※案内受付で配布される番号札をお持ちでない人は、

相談受付はできませんので、必ず 1 階の案内受付で

番号札をもらい、係員の案内に沿って来場するよう

気をつけてください。 

会場が混み合う場

合があります。 

ご了承ください。 


